
●
祝
日
の
燃
や
せ
る
ご
み
収
集

　
　

月　

日（
勤
労
感
謝
の
日
）＝
収
集
し

11

23

ま
す

●
海
岸
に
漂
着
し
た
医
療
系
廃
棄
物
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　

市
内
の
海
岸
で
注
射
器
な
ど
の
医
療
系

廃
棄
物
の
漂
着
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
注

射
器
に
は
針
が
付
着
し
て
い
る
場
合
も
あ

り
、
不
用
意
に
触
れ
る
と
け
が
を
す
る
な

ど
大
変
危
険
で
す
。
医
療
系
廃
棄
物
と
み

ら
れ
る
漂
着
物
を
発
見
し
た
と
き
は
触
れ

る
こ
と
な
く
同
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
じ
ん
け
ん
は

世
紀
の
キ
ー
ワ
ー
ド

21

　
　

月　

日
〜　

月　

日
は
、
長
崎
県
同

11

11

12

10

和
問
題
啓
発
強
調
月
間
で
す
。

●
特
設
人
権
相
談
所
と
無
料
電
話
相
談

　

家
庭
・
職
場
・
近
隣
間
な
ど
に
関
す
る

問
題
の
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
（
相
談
無
料
、

秘
密
厳
守
）　�
特
設
人
権
相
談
所　

日

程
（

月
）
▽　

日
＝
日
宇
地
区
公
民
館

11

20

▽　

日
＝
西
地
区
公
民
館
（
金
比
良
町
）

21
▽　

日
＝
ひ
ま
わ
り
の
館（
吉
井
町
前
岳
）

22
▽　

日
＝
世
知
原
行
政
セ
ン
タ
ー
▽　

日

24

27

＝
宇
久
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
▽　

日
＝
小

29

佐
々
行
政
セ
ン
タ
ー　

※
時
間
は
い
ず
れ

も　

〜　

時　
�
県
下
一
斉
無
料
電
話
相

10

15

談
（�
0
1
2
0
・
7
8
1
・
7
8
3
）　

と
き
＝　

月　

日
9
〜　

時　

12

10

18

●
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書

　

平
成　

年
中
の
国
民
年
金
保
険
料
納
付

18

額
を
証
明
す
る
控
除
証
明
書
は
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
の
際
に
国
民
年
金
保
険
料

に
つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
必
要
で
す
。　

月
上
旬
に
社

11

会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
（
平
成　
18

年
中
に
初
め
て
保
険
料
を
納
付
し
た
日
が

　

月
1
日
以
降
の
場
合
は
、
来
年
2
月
に

10送
付
さ
れ
ま
す
）。

●
大
学
等
新
規
卒
業
者
合
同
企
業
面
談
会

と
き
＝　

月　

日　

〜　

時　

と
こ
ろ

11

17

13

16

＝
体
育
文
化
館（
光
月
町
）　

参
加
企
業
＝

約　

社（
予
定
）　

対
象
＝
平
成　

年
3
月

30

19

卒
業
予
定
の
大
学
、
短
大
、
高
専
、
各
種

専
門
学
校
生
と
、
平
成　

年
3
月
に
卒
業

18

し
た
未
就
職
者

●
人
間
ド
ッ
ク
で
体
の
チ
ェ
ッ
ク
を

　

内
容
＝
短
期
（
半
日
）
人
間
ド
ッ
ク　

対
象
＝
老
人
医
療
受
給
者
を
除
く　

歳
以

30

上
の
本
市
国
保
加
入
者　

受
診
場
所
＝
市

内
の
各
指
定
医
療
機
関　

自
己
負
担
金
＝

八
千
円　

定
員
＝
先
着
五
百
人　

受
け
付

け
＝
同
課
、
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー

●
老
人
医
療
対
象
者
の
高
額
医
療
費
支
給

申
請
手
続
き

　

月
の
自
己
負
担
限
度
額
（
所
得
に
よ
り

異
な
り
ま
す
）
を
超
え
て
一
部
負
担
金
を

支
払
っ
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
高
額
医
療

費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
一
度
申
請
す
る
と

翌
月
以
降
の
申
請
は
不
要
と
な
り
、
該
当

し
た
場
合
は
そ
の
都
度
指
定
口
座
に
振
り

込
ま
れ
ま
す　

手
続
き
＝
保
険
証
、
老
人

医
療
受
給
者
証
、
郵
便
局
以
外
の
本
人
名

義
の
通
帳
、
印
鑑
（
同
一
世
帯
の
2
人
以

上
の
申
請
で
、
同
一
口
座
に
振
り
込
み
希

望
の
場
合
で
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
印
鑑
が

必
要
）
を
持
参
し
て
同
課
か
各
支
所
、
各

行
政
セ
ン
タ
ー
で　

※
非
課
税
世
帯
で
、

併
せ
て
入
院
時
食
事
代
の
差
額
支
給
申
請

を
す
る
人
は
領
収
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。

●
国
民
健
康
保
険
税
は
納
期
内
の
納
付
を

　

保
険
税
を
長
期
間
滞
納
す
る
と
保
険
証

の
有
効
期
間
が
短
く
な
る
場
合
や
、
診
療

費
を
一
時
的
に
全
額
（　

割
）
自
己
負
担

10

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●

月
は
国
民
健
康
保
険
税
第
6
期
分
の

11納
付
月
で
す

　

口
座
振
替
や
納
税
組
合
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
す
。

●
住
宅
用
地
な
ど
の
申
告
を

　
�
住
宅
用
地
の
申
告　

対
象
＝
家
屋

の
新
築
、
解
体
な
ど
で
用
途
の
変
更
が

あ
っ
た
人　
�
現
有
者
申
告　

対
象
＝
土

地
や
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く
な
り
、
そ
れ

ら
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
相
続
登

記
を
し
て
い
な
い
人　
�
家
屋
滅
失
申
告

対
象
＝
家
屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り

壊
し
た
人　
�
不
動
産
取
得
税
の
軽
減

（
お
尋
ね�
県
税
事
務
所�
0
9
5
6
・

2
3
・
4
2
1
1
）＝
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、

土
地
・
家
屋
を
取
得
し
た
場
合
に
税
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

●１８ 

　
■
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

　
　

（�
0
9
5
6
・
3
4
・
1
1
4
8
）

　
■
市
役
所
納
税
課

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
　
（�
0
9
5
6
・
3
2
・
2
4
2
8
）

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
資
産
税
課

　
■
市
役
所
人
権
啓
発
課

　
■
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

　
　

（�
0
9
5
6
・
2
4
・
4
8
5
0
）

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
市
役
所
国
民
健
康
保
険
課

　
■
佐
世
保
公
共
職
業
安
定
所

　
　

（�
0
9
5
6
・
3
4
・
8
6
0
9
）

　
■
市
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　
　
（�
0
9
5
6
・
3
2
・
2
4
2
8
）

●
平
成

年
分
の
年
末
調
整
説
明
会

18

　

と
き
＝　

月　

日　

時　

分
〜　

時　

11

13

13

30

15

30

分　

と
こ
ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O

●
地
価
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

と
こ
ろ
＝
市
役
所
6
階
行
政
資
料
閲
覧

コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
、

市
立
図
書
館　

内
容
＝
①
公
示
価
格
（
地

価
公
示
法
に
よ
り
国
土
交
通
省
が
1
月
1

日
現
在
で
調
べ
、
3
月
末
に
公
示
し
た
も

の
）　

②
標
準
価
格（
国
土
利
用
計
画
法
に

よ
り
県
知
事
が
7
月
1
日
現
在
で
調
べ
、

9
月
末
に
告
示
し
た
も
の
）　

※
市
内
の

土
地
を
利
用
現
況
別
に
約
百
三
十
カ
所
選

び
、
不
動
産
鑑
定
士
の
評
価
を
基
に
1�

当
た
り
の
価
格
で
表
示
し
て
い
ま
す
。

●
平
成

年
成
人
式
典

19

　

対
象
＝
昭
和　

年
4
月
2
日
〜
同　

年

61

62

4
月
1
日
に
生
ま
れ
た
人　

と
き
＝
1
月

7
日　

時　

分　

と
こ
ろ
＝
ア
ル
カ
ス
S

13

30

A
S
E
B
O　

※
宇
久
会
場
は
1
月
2
日
、

宇
久
地
区
公
民
館
で
開
催
予
定
で
す
。

●
下
水
道
の
調
査
で
個
人
情
報
を
利
用

　

下
水
道
普
及
率
な
ど
の
調
査
の
た
め
、

固
定
資
産
、
住
民
記
録
、
上
下
水
道
料
金

情
報
な
ど
の
個
人
情
報
を
利
用
し
ま
す　

対
象
＝
市
内
で
公
共
下
水
道
へ
の
接
続
が

可
能
に
な
っ
た
区
域
の
世
帯　
　

●
夜
間
漏
水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

水
道
管
の
漏
水
調
査
は
、
わ
ず
か
な
漏

水
音
を
聞
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
車
両
の
通
行
量
や
水
道
の
使
用
が
1

日
で
最
も
少
な
い
深
夜
に
実
施
し
て
い
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
狩
猟
解
禁
中
の
山
歩
き
な
ど
に
ご
注
意
を

山
野
な
ど
（
鳥
獣
保
護
区
等
の
規
制
区

域
、
人
家
の
あ
る
場
所
、
公
園
な
ど
を
除

く
）
で
狩
猟
が
解
禁
さ
れ
ま
す　

解
禁
期

間
＝　

月　

日
〜
来
年
2
月　

日
（
イ
ノ

11

15

15

シ
シ
の
捕
獲
は
3
月　

日
ま
で
）　

※
山

15

歩
き
や
田
畑
な
ど
で
の
作
業
の
と
き
は
、

目
立
つ
服
装
に
す
る
な
ど
し
て
、
自
分
の

存
在
を
周
囲
に
知
ら
せ
る
よ
う
心
掛
け
て

く
だ
さ
い
。
狩
猟
に
関
す
る
事
故
・
違
反

の
通
報
は
最
寄
り
の
警
察
へ
。

●
永
久
選
挙
人
名
簿
、
在
外
選
挙
人
名
簿

を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

と
き
＝　

月
3
〜
7
日
8
時　

分
〜

12

30

　

時　

と
こ
ろ
＝
同
事
務
局
（
3
日
は
市

17役
所
1
階
・
管
理
員
室
）　

永
久
選
挙
人
名

簿
の
登
録
資
格
＝
昭
和　

年　

月
2
日
ま

61

12

で
に
生
ま
れ
、
こ
と
し
9
月
1
日
ま
で
に

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
人
（　

月
12

1
日
現
在
で
調
べ
、
新
た
な
有
資
格
者
を

　

月
2
日
に
追
加
登
録
し
ま
す
）　

在
外

12選
挙
人
名
簿
の
登
録
資
格
＝　

歳
以
上
の

20

日
本
国
民
で
国
外
へ
住
所
を
移
し
た
人

（
ほ
か
に
条
件
あ
り
。
同
委
員
会
に
申
請

が
あ
っ
た
人
を
随
時
登
録
）

●
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
登
載

申
請
書
の
提
出
を

　

来
年
1
月
1
日
現
在
で
同
名
簿
を
作
成
。

申
請
書
は
各
農
協
営
農
組
合
長
を
通
じ
対

象
世
帯
に
配
布　

対
象
＝
昭
和　

年
4
月

62

1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
市
内
在
住
者
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人　

①
千�

（　

ア
ー
ル
）
以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て

10
い
る
農
業
経
営
者　

②
農
業
経
営
者
と
同

居
し
て
い
る
親
族
ま
た
は
そ
の
配
偶
者

（
内
縁
を
除
く
）　

③
千�
（　

ア
ー
ル
）

10

以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
農
業
生
産

法
人
の
組
合
員
、
社
員
ま
た
は
株
主　

※
②
③
は
年
間
お
お
む
ね　

日
以
上
耕
作

60

に
従
事
し
て
い
る
人　

提
出
＝　

月　

日

11

30

ま
で
に
所
属
の
農
協
営
農
組
合
長
へ

●
検
察
審
査
員
候
補
者
選
定
の
た
め
の
調

査
に
ご
協
力
を

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
検
察
官
が

下
し
た
不
起
訴
処
分
の
是
非
を
審
査
す
る

「
検
察
審
査
員
」
の
候
補
予
定
者
を
、
選

挙
人
名
簿
の
中
か
ら
く
じ
で
選
び
、
候
補

予
定
者
の
職
業
な
ど
を
文
書
や
電
話
で
調

査
し
ま
す
。
お
尋
ね
は
、
同
事
務
局
か
佐

世
保
検
察
審
査
会
事
務
局（�
0
9
5
6
・

2
2
・
9
1
7
5
）
に
ど
う
ぞ
。

●
不
法
占
用
物
の
撤
去
に
ご
協
力
を

　

歩
道
や
側
溝
の
上
に
植
木
鉢
や
立
看
板

な
ど
の
物
を
置
く
こ
と
は
、
道
路
法
違
反

と
な
る
不
法
占
用
で
す
。
不
法
占
用
は
歩

行
者
の
障
害
に
な
り
、
特
に
視
覚
障
害
者

や
車
い
す
の
人
に
は
大
変
危
険
で
す
。

2006.11
●１９ 

さ
ま
ざ
ま
な
人
権

子
ど
も
と
人
権

大
人
に
比
べ
る
と
未
成
熟
な
子
ど
も
は
、

社
会
的
に
も
人
権
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
状
で
は
子
ど
も

を
取
り
巻
く
環
境
は
、
虐
待
や
い
じ
め
な
ど
の
問
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
、
家
庭
や
学
校
な
ど
の
関
係
機
関
だ
け
で
な
く
、
地

域
社
会
全
体
で
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
す
。　

■
お
尋
ね　

市
役
所
人
権
啓
発
課　

　
■
佐
世
保
税
務
署

　
　
（�
0
9
5
6
・
2
2
・
2
1
6
5
）

　
■
市
役
所
土
木
部
管
理
課

　
■
水
道
局
下
水
道
管
理
課

　
　
（�
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

　
■
市
役
所
財
産
管
理
課

　
■
市
環
境
保
全
課

　
　
（�
0
9
5
6
・
2
6
・
1
7
8
7
）

　
■
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
■
水
道
局
給
水
課

　
　
（�
0
9
5
6
・
2
4
・
1
1
5
1
）

平
成

年
新
年
交
歓
会　

19

と

き

1
月
4
日　

時
11

と
こ
ろ

ア
イ
ト
ワ
（
福
石
町
）

会

費

千
五
百
円

申
し
込
み

佐
世
保
商
工
会
議
所
へ
会

　

費
に
名
刺
を
添
え
て
ど
う
ぞ
（
昨
年

　

と
は
申
込
場
所
が
異
な
り
ま
す
）。

締
め
切
り　
　

月　

日

11

30

【
お
尋
ね
】

　

・
市
役
所
秘
書
課

　

・
佐
世
保
商
工
会
議
所

　
（�
0
9
5
6
・
2
2
・
6
1
2
1
）

　
■
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局


